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神戸外大論叢 (神戸市外国語大学研究会 15

現代の力トリシズムと新保守主義の運命

村上信一郎

序 「いやな感じ」

イタリアの自由主義を代表する政治哲学者ノルベルト・ボッビオ教授とトリ

ノのご自宅で初めてお会いしたのは、 1994年 9月 8日のことであった。1909年

の生まれで当時はすでにお歳、終身上院議員でもあった (2004年 1月 9日に死

去)10 

1994年 4月27-28日の総選挙で、シルヴィオ・ベルルスコーニ政権が誕生した。

メディアはこれを中道右派 centro-destraと形容したが、どこか違和感があった。

ベルルスコーニは「左翼」政権の誕生阻止を至上命題として政界に出馬した。

冷戦構造の崩壊後イタリア共産党はいち早くマルクス・レーニン主義を放棄し

たばかりか党名を左翼民主党に変えていた。共産党の消滅にもかかわらず、彼

は「共産党」政権が誕生すればイタリアが「自由なき収容所列島」になってし

まうと説いて回った。だが彼は確信的な「右翼」でもなければ、反共主義者で

もなかった。むしろ政策的には「遅れてきたレーガノミックス」といわれたよ

うに新自由主義の影響が色濃く反映していた。それにもかかわらず彼は「反共」

宣伝に固執した。なぜか。それは彼が駆使した「マーケティング調査」のデー

タ分析によって、今なお「反共」が世論操作にはもっとも有用なシンボルで、あ

るとし1う結果が得られたからである

ボッビオ教授は、「ほんとうに、いやな感じ (ariacinica) がするね」と目を

伏せながら、こう続けた。ベルルスコーニに好意的な論者がいうような「ポス

ト冷戦的な」新鮮さや爽やかさなど、みじんも感じない。このビジネスマンあ

がりの政治家にとっては、イデオロギーや信念体系の中身などどうでもよいの

だ。そんなものから自由だからこそ、選挙戦略の必要に応じて、そのつど有用

なシンボルをシニカルに選んでいけばよいと考えているのだ。

いいかえるとベルルスコーニ政権とともに明らかとなったのは「右傾化」と

l ボッビオについては、さしあたり 『イタリア・イデオロギー~ (馬場康雄・押場靖志訳)未

来社、 1993年の上村忠夫による解説、および 『右と 左~ (片桐薫 ・圭子訳)御茶の水書房、

1998年を参照。

2 Paul Ginsborg， Italy and its Discontents. 1980・2001，London， Penguin， 2003， pp.285-324; Id.， 

SihノioBerlusconi， London， Verso， 2004， pp.57-80. 
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いうよりは、むしろイデオロギーの「真空状態」ではないか。それゆえ思想的

には、まるでパンドラの箱が開けられたような、何でもありの状態が生まれる

ことになった。だが、そこに噴出してきたのは、もはや左翼的な諸潮流ではな

く、戦後の「民主主義」体制下で抑圧され周辺化され続けてきた右翼的、反動

的な諸潮流で、あった。自由民主主義が最終的な勝利を収めたとされる冷戦後の

いわば「歴史の終罵」論的な思想状況のなかから、これまで封印されてきた伝

統主義的で非合理主義的な反動的言説が、ときにはポスト・モダン的な彩色を

ほどこされて復権し始めたのである。

ボッビオ教授は、この政権に戦後初めて 5人ものネオ・ファシスト(国民同

盟)が入閣したことに大きなショックを受けたといった。またこれによってイ

タリアでも歴史修正主義の流れがさらにいっそう強くなり、反ファシズムとレ

ジスタンスという戦後民主主義体制の正統性の根拠がますます相対化されてい

くことに強い危倶の念を示した。だが、それにもまして驚いたのは、イタリア

の戦後政治を長期にわたり支配してきたキリスト教民主党 (DC:Democrazia 

Cristiana) がもっぱら政治腐敗と統治能力の喪失によって解体し、カトリック

教徒の政治的統ーとしづ原則が消滅したとたん、すでに克服され、もはや過去

の亡霊と思われていたカトリック非妥協主義や伝統主義、またインテグラリズ

ム(integralism:カトリック原理主義)の諸潮流までもが、ここぞとばかりに息

を吹き返してきたことであるといった

その一例として教授が最初にあげたのは、弱冠31歳にして史上初めて女性の

下院議長となったイレーネ・ピヴェッティのことで、あった。彼女は、イタリア

の国家統ーを否定し北部の分離独立を唱えたウンベルト・ボッシが率いる北部

同盟の出身で、あった。 しかしフランス革命において1793年にカトリック王党派

が起こしたヴァンデーの反乱に因んだ十字架をつねに胸にし、それまで使われ

ていなかった下院議事堂の礼拝室でミサを行い、 94年 8月にはリミニで、開催さ

れた「共生と解放J (後述)の「人民友好祭J (F esta dellラAmiciziaPopolare) 

に出席して、フランス革命がもたらした無神論が諸悪の根源であると演説して

いたのである(今で、はベルルスコーニのメディアセット系テレビ・タレントと

して司会者などを務めている)。

もう 一人はロッコ・ブッティリオーネである。彼は1948年の生まれで、 1993

年 7月D Cが大混乱に陥るなかでイタリア人民党 (PPI: Partito Popolare 

ltaliano) に改称されたときに幹事長に抜擢された。アブルッツォ州にある小

さなテラーモ大学で政治哲学の教授を務めていたが、それまでカトリック系の

3 DCの解体については、村上信一郎「キリスト教民主主義に未来はあるのかJ~年報政治学

2001 三つのデモクラシー』岩波書居、 2002年、 pp.53-68。
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学界主流派とも無縁であり、むしろ異端的な「共生と解放」のイデオローグと

して知られていた。彼の唯一の政治的「資源」は教皇ヨハネ・パウロ二世の伝

記を書いたことによる、教皇との個人的な信頼関係であったボッビオ教授

は、こんな凡庸で時代錯誤的なカトリック原理主義者が政界の表舞台に登場す

ることになろうとは、夢にも思わなかったと述懐した(ブッティリオーネは

2004年10月にベルルスコーニ政権によって司法担当の欧州委員に推薦されたも

のの、欧州議会の公聴会で同性愛者の権利を否認したため、その就任は拒否さ

れた)。

ところで「共生と解放J (CL: Comunione e Liberazione) は、ミラノの司祭

ルイジ・ジュッサーニが1954年に始めた学生青年会を起源とするが、第二ヴァ

チカン公会議(1962-65年)に始まるカトリック教会の「現代化」

(aggiornamento) に伴う世俗化の進行と68年 5月革命以降の左翼急進主義の台

頭を時代背景として、 70年代に入ると、心理療法(カルト)的な改宗手段をも

駆使する在俗信者のカリスマ的共同体へと発展していった。そして聖職者階層

制 (hierarchy) に従属する公式的な在俗信者組織である「イタリア・カトリッ

ク活動団J (ACI: Azione Cat101ica ltaliana) のルーティン化と形骸化に対抗し

て、カリスマ的指導者の下で、の在俗信者による自発的な「下から」の改宗運動

にもとづく「再キリスト教化」を唱える、カルト的かっセクト的な「信者共同

体論的インテグラリズムJ(communitarian integralism) の性格を強めていった。

ちなみに「人民友好祭」は1979年以来毎年 8月の終わりにイタリア中部の海浜

リゾート都市リミニにおいて一週間開催されるもので、あったが、彼らが敵視し

たイタリア共産党の「ウニタ祭」を模倣したのは明らかであった

ブッティリオーネの恩師でもあり、 CLの理論的支柱でもあったアウグスト・

デル・ノーチェ(1910-89年)6 は、実はボッビオ教授の高校時代の同級生で

あった。親しく交わることはなかったが、文通は続いたという。デル・ノーチェ

は若き日にマルクスをも含む様々な思想遍歴を遂げたのち、神なき「近代世界」

をデカダンスへの不可避的な過程であると見なすジョゼフ・ド・メーストルら

の伝統主義的な反動的カトリック思想、にたどり着く O そして、第二ヴァチカン

公会議に始まるカトリック教会の「現代化」や、それによってあらためて正統

性を獲得したキリスト教民主主義の思想を、無神論的な「近代」に屈服し、聖

4 Rocco Buttiglione， Il pensiero di Karol Woityla， Milano， Jaca Book， 1982. 

5 Luigi Giussani， Il moνimento di Comunione e Libeazione， Milano， Jaca Book， 1987; Otto 

Kallscheuer，“Rifondazione cattolica. Communione e Liberazione 0 l'integralismo postmodemo，" 

Parolechiave， 3， 1993， pp.99-116. 

6 Rocco Buttiglione， Augusto Del Noce， Casale Monferrato， Piemme， 1991. 
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なる教会の伝統を否定するものであるとして厳しく批判した。また、マルクス

主義や現代の革命、さらにはファシズムをも、神なき時代に生じた逸脱現象だ

とする独自の破局論的 (catastrophic) な現代史解釈を展開した

戦後のキリスト教民主党が支配した時代には、デル・ノーチェの文字通り

「反動的な」思想がカトリック界において影響力を持つことはありえなかった。

それだけに、このような形で、デル・ノーチェの思想、が蘇ったことに対する驚き

も大きかったとボッビオ教授はいう。ただ、それを危険な反動思想、の復活と呼

ぶには、あまりにも軽すぎるという印象を拭い去ることができない。むしろ、

若い戦後世代には、手垢にまみれたキリスト教民主主義や共産主義、また暴力

とテロリズムに走る左翼急進主義よりも、こんな反動思想、が、目新しくて新鮮

な、ときにはポスト・モダン的とさえいえる気の利し1た思想的「新商品」

(gadget) と映っているようなところがある O だから教授は、そんなポスト冷

戦時代の何ともいいがたい、漂うような気分をシニシズム (cinismo) という

言葉で表現したのではないだろうか。

1 .キリスト教民主主義の袋小路

ポーランドのクラクフ大司教で、あったカロル・ヴォイチワが教皇ヨハネ・パ

ウロ二世となったのは 1978年10月16日のことであった イタリア人ではない

教皇が誕生したのは、じつに456年ぶりのことであった。1920年生まれのヴォ

イチワは、青年期にナチによる全体主義支配の下で神学生となり、戦後は無神

論の共産主義国家の下で司祭に叙階された。1964年にはクラクフ大司教となり、

67年には教皇パウロ六世により 47歳の若さで枢機卿に任命された。だが共産圏

出身のまだ58歳と若い無名のスラヴ人が、前任者ヨハネ・パウロ 1世の在任わ

ずか34日後の突然の死としづ偶然により、 8億人の信者の頂点に立つことで何

が起こるのかを想像できた人は皆無に近かった。

新教皇はただちにキリスト教による世界再征服の意志を表明し(["恐れるこ

となくキリストの扉を開けなさいJ)、79年 1月25日のメキシコ訪問により、カ

トリック国でありながら1910年の革命によって反教権主義的伝統をもっくメキ

シコで、 400万人もの聴衆を集めることに成功した。これ以降、「旅する教皇」

として世界の様々な土地に直接赴き、自らの人格的なカリスマをとおして、そ

の場に(inloco)教会の神秘的な本質を現前させるという、カトリック教会史

上前例のない形での精力的な宣教活動を展開した

これまでとは異質の外国人の教皇が誕生したことにより、イタリアにおける

7 伝統主義のパラダイムについては、ヒoエーノレ・アンドレ・タギエフ「反動レトリックの中

のニーチェj リュック・フェリー他 『反ニーチェ』法政大学出版局、 1995年、 pp.226-327。
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教会と政治の関係は一変する。パウロ六世の時代まで教会はイタリアの政治に

深く関わってきた。そして教会の「世俗の腕J (braccio secolare) となったの

がDCであった。 しかし世界に向けての宣教という使徒活動に情熱を傾けるヨ

ノ¥ネ・パウロ二世には、イタリアの内政に干渉するゆとりもなければ関心もな

かった。また西欧社会での世俗化(secularization) と不信仰(infidelity)の蔓

延を阻止する上でカトリック政党は有効に機能していないと考えていた。1974

年の離婚法にひき続き、新教皇就任後の1981年には妊娠中絶法が国民投票によっ

て存続が認められたことで、そうした不信はいっそう強まった。

こうした教皇の路線転換が予期せぬ形で明瞭に示されたのが、 1984年 2月18

日にイタリア政府と教皇庁との間で調印された、 1929年のラテラーノ協定に替

わる新しい政教協約 (concordato)、いわゆるヴィッラ・マダマ協定で、あった

これはDCではなく社会党のベッティーノ・クラクシ首相との直接交渉によっ

て成立した。そして国家・教会聞の厳格な分離主義を掲げる一方で、国民の利

益のために両者が協力することを語いあげた。これによって教会の公共的な役

割が承認されると同時に、国家に対するイタリア司教協議会 (CE 1 

Conferenza Episcopale ltaliana) の排他的な代表権が設定され、このCEIが、

新たに制定された任意で所得税から控除されて教会に配分される「千分の八」

税 (ottoper mille) の法定受託者となった。その結果、 CEIの権力が飛躍的

に増大することになった。だが、 CEIは、形式上は司教の合議体であるとし

ても、実質的には教皇に直属する宗教機関で、あった。教皇は、 DCやACIと

いった多元化し自律化しつつある宗教政党や在俗信者組織よりも、聖職者から

なる CEIをとおして宗教制度上の権力と資源を確保する方が、有効かっ確実

な統治方式だと考えたのである。

イタリアのカトリック世論にも大きな変化が生じた。ACI議長でカトリッ

ク民主派を代表するアルベルト・モンテイコーネ教授は、 1985年 4月にロレー

トで開催された第 2回イタリア教会会議で、第二ヴァチカン公会議とパウロ六

世の教えに依拠しつつ、教会は純粋な宗教領域に復帰し(1宗教的選択Jscelta 

religiosa)、政治的選択は在俗信者の自律的な責任に委ねるべきであるとした

(1人間の王国JCitta dellラuomoの建設)100 これにはCLが猛然と反発した。そ

ればかりか教皇までもが、無神論や唯物論の蔓延により「世俗化」の段階を超

8 Car1 Bemstein & Marco Politi， His Holiness. John Paul 11 and the Hidden History of Our 

Time， New York， Double Day， 1996; George Weigel， Witnessω Hope. The Biography of Pope 

John Paul 11， New York， Cliff Street Books， 1999. 

9 Silvio Ferrari，“11 nuovo concordato tra Stato e Chiesa，" Piergiorgio Corbetta e Robert 

Leonardi(eds.)， Politica in 1talia. Edizione 86， Bologna， 11 Mulino， 1987， pp.29-47. 

10 Giacomo de Antonellis， Storia dell'Azione Cattolica， Milano， Rizzoli， 1987， pp.327-336. 
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える「脱キリスト教化J (scritianizzazione) の段階にまで到達しつつあるイタ

リアでは、教会が「社会勢力」として存在することが不可欠だと批判した。そ

して教皇のこうした強い怠思を代弁することになったのが、カミッロ・ルイー

ニで、あった。彼は教皇によって86年にCEI書記長に抜擢されたのち、枢機卿、

ローマ市教皇代理となり、 91年からはCEI議長となる。

ルイーニ枢機卿はDC崩壊後もカトリック教徒の「政治的統一」に固執した。

だ、がベルルスコーニが94年総選挙の直前になって自らの企業グループ。を母体に

創設した新政党「フオルツァ・イタリア(がんばれイタリア)J (FI: Forza 

ltalia) がカトリック「信仰実践者J (praticante) の30%の支持を集めたのに対

して、 D Cの後継政党である人民党には17.5%の支持しか集まらなかったこと

にショックを受け、 F1がカトリック穏健派の受け皿であると同時に事実上

DCの後継政党となったと考えて、 PP 1書記長ブッティリオーネを通して、

P P 1をベルルスコーニの中道右派陣営に接近させようとした。

これに反発する PP 1左派やカトリック民主派は、それとは正反対の自律化

の道を辿っていった。そこで圧倒的な影響力を発揮したのが、すでに死の床に

あった特異な経歴を持つ修道士ジュゼ、ッペ・ドッセッティ(1913-96年)で、あっ

た。彼はミラノ・カトリック大学の教会法講師を務めていたが、武装レジスタ

ンス闘争に参加し、国民解放委員会が主導権を握る憲法制定会議でもきわめて

重要な役割を果たした II (イタリア共和国憲法第一条第一項「労働に基礎を置

く民主共和国」も彼が率いるDC左派に起源を持つもので、あった12)0 

ドッセッティは、ジャク・マリタン(1882-1973年)のいう「統合的人格主

義J(personalismo integrale) と「多元主義的共同体主義」の影響を受けたキリ

スト教社会教義に基づく変革を目指すDC左派を率いてアルチーデ・デ・ガス

ペリと対抗したが、これに破れために1951年突如政界を引退し、隠棲して修道

士となる。のちには司祭となり第二ヴァチカン公会議でも重要な役割を果たす

など、その清廉潔白な人格とカリスマによってカトリック民主派に対する隠然

たる影響力を保ち続けていた。また彼によりボローニャに創設された宗教学研

究所が全 5 巻に及ぶ浩輸な『第二ヴァチカン公会議史~ (1995 -2001年)13 を

刊行したことからも分かるように、キリスト教民主主義にとって第二ヴァチカ

ン公会議こそがもっとも重要な宗教思想上の準拠枠をなすものであると考えて

11 Giuseppe Alberigo (ed.) ， Giusψ'Pe Dossetti， Bologna， 11 Mulino， 1998; Paolo Pombeni， Il 

gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana， Bologna， 11 Mulino， 1979. 

12 高橋利安 「労働に基礎を置く民主共和国についての一考察 (二)J ~法研論集』、 38 、 1986年、

pp.45-68o 

13 Giuseppe Alberigo (ed.)， Storia del Concilio Vaticano 11， Bologna， 11 Mulino， 5vol1. 1995-2001. 
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いた 14

そのドッセッティが死の床から、突如ベルルスコーニを猛然と非難し始めた

のである。彼にとってベルルスコーニは「メディチ家のふりをした借主」に他

ならず、教会をも「誘惑して欺きかねないJIバビロニアの女王」であった。

彼がもたらしたものは新自由主義的で消費主義的な「偶像崇拝の神話」で、あっ

た。こうした道徳的類廃をもたらす災禍には、荒野に暮らす修道士といえども、

無条件の全面対決を選択するしかない。それには、まずベルルスコーニ政権が

目指すイタリア共和国憲法の改正を阻止しなければならないと訴えた 15

この訴えに共鳴したのが、ミラノ大司教カルロ・マリア・マルティーニ枢機

卿で、あった。彼は1927年生まれのイエズス会士で、教皇庁立グレゴリアン大学

の学長も務めたが、新約聖書学の権威で、あった。79年にミラノ大司教となって

からは、ウンベルト・エーコを始めとする教会外の知識人や一般市民とも開か

れた対話を試み(1非信者のための講座J)、イタリアではもっとも信頼が篤く、

なかんずくカトリック改革派の期待を集めた教皇候補者 (papabile) の一人で

あった16

こうして1994年総選挙の惨敗で意気消沈していた人民党左派やカトリック民

主派は、再び活力を取り戻し、 CEI議長ルイーニ枢機卿やブッティリオーネ

人民党幹事長とも事前に相談することなく、 1995年 2月 2日、人民党議長ジョ

ヴァンニ・ビアンキ、向上院議員団長ニコラ・マンチーノ、同下院議員団長ベ

ニアミーノ・アンドレアッタの間で、ロマーノ・プローディを中道左派の次期

首相候補として擁立することが決定されたのである。プローディはミラノ・カ

トリック大学卒業後、ロンドン・スクール・オヴ・エコノミックス大学院を修

了した国際的な知名度を持つエコノミストで、あったが、 ドッセッティとの聞に

は幼少の頃から深い個人的な交流があった。ちなみにプローディがシンボルと

した「オリーヴの木J(Ulivo) は、復活や平和の響きをもっキリスト教的な連

帯を示す用語であり、 DC消滅後の政治的に自律的となり多元的となった「成

熟したカトリック教徒J (cattolico maturo) に対して、「福音精神J (spirito 

evangelico) だけを宗教的な前提として残し、それ以外については個人の市民

としての自発的な選択に基づく緩やかな連帯を訴えかけたもので、あった 17

14 Giuseppe Dossetti， Il Vaticano 11， Bologna， 11 Mulino， 1996. 

15 Giuseppe Dossetti， Sentinella， Quanto resta deUαnotte? Milano， Edizione San Lorenzo， 1994: 

id， 1ν。loridella costituzione， Milano， Edizione San Lorenzo， 1995. 

16 Car10 Maria Martini e Umberto Eco， In cosa crede chi non crede? Roma， Liberal， 1996.; 

Giuliano Vigini， Carlo Maria Martini， Cinisello Balsamo， San Paolo， 1999. 

17 Walter Dondi， Bologna Italia. L 'esperienza emiliano e il goνerno dell'Uliν0， Roma， Donzelli， 

1998， pp48-57. 



22 村上信一郎

人民党のブッティリオーネ幹事長は、これに対抗して95年 3月 8日に中道右

派との選挙協定に調印した。だが 3月11日の全国評議会で破れ、新たな幹事長

には左派のジェラルド・ビアンコが選ばれた。そこでブッティリオーネは新た

に「統一キリスト民主党J(CDU: Cristiani Democratici Uniti)を結成する O し

かし、 CDUがローマのジェズ広場にあった旧DC本部から退去しなかったた

めに、このCDUと人民党が同居する前代未聞の事態が生じることになった。

「オリーヴの木」は1996年 5月の総選挙で勝利を収めた。教会からの明示的

な否認がなかったために、多数の枢機卿や司教、教区司祭、修道士、イエズス

会、カトリック系知識人の支持をえた。ただCEI議長ルイーニは、こうした

動きを、「教会と政治の混同」であるとして厳しく批判した。それどころか、

ブッティリオーネによる、次のようなカトリック民主派批判にはっきりと同調

したのである。「カトリック在俗信者のエリート指導層の大半を特徴づけてい

るのが政治的近代主義だ。それは本質的に反自由主義的であり、その逆に左翼

に固有のユートピア文化に魅せられている。ある意味で、それはユートピア文

化のカトリック版だ。それはイタリアに新しい左翼を樹立するために、旧共産

党との同盟を望んでいる。他方、右翼との関係を考慮に入れるのには絶対反対

だという。 しかも、カトリック教徒の真の土台である教会に通う何百万人もの

イタリア市民が、右翼の側に立っているときに、そういうのだJ180 こうして

CEIは、カトリック民主派の自律的で多元的な政治選択を全面的に否定する

態度をはっきりと示していくことになった。まさにこれはキリスト教民主主義

の原理的な否認につながっていくもので、あった。

2. 諸悪の根源は第二ヴ、アチ力ン公会議にあり

第二ヴァチカン公会議までの教会論 (ecclesiology) としては、まず「完全な

社会J (societas perfecta)論をあげることができる O これは「教皇首位権」

(papal primacy) と「教皇不可謬性J(infallibility of papal teachings))の教義

に基礎づけられており、近代の絶対主義的主権国家論を反映したものであると

考えられている。また教皇ピウス九世が1864年に発表した「謬説表J(Syllabus 

errorum) に示されているように、「近代世界」の全面的な否定を大きな特徴と

していた。 しかし、その後は次第に政治性と弱めて宗教性の深化へと向かい、

ピウス 12世は教皇の不可謬権に基づいて 1943年に「キリストの神秘体」

(mystici corporis Christi)の教義宣言を行った。また1950年の聖母被昇天の教

義化により、マリア崇敬 (Mariolatry)の契機がますます強調されていった 19

18 Aνvenire， 26 marzo 1995. 
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第二ヴァチカン公会議(1963-65年)は教会論にも根本的な変化をもたらし

た O 特に 1964年の『教会憲章~ (Dogmatic Constitution on Church: Lumen 

Gentium) は、教会を「神の民J(people of God) からなる共同体であるとし、

教会の決定における司教との協働制 (Episcopalcollegiality) の原則が定められ

た。 また65年の『信教の自由に関する宣言~ (DecIaration on Religious Libe均r:

Dignitatis Humanae) では、自由民主主義がもっとも望ましい統治体制である

とし、国連の人権宣言を支持するとともに、個人の宗教選択の自由を認めた。

同じく 65年の『現代世界憲章~ (Pastral Constitution on the Church in the 

Modem W orld: Gaudium et Spes) では、「時代の徴J (signs of the times) に

合わせて教義を発展させていく必要を認めた。 これはとりもなおさず教会が

「誤謬可能性J(fallibility) を認めることを意味した。そして教会が正義の実現

を図るための社会変革に参加することを宣言し、「すべての人間の家族との連

帯J(solidarity of the Church with the Whole Human Family) を唱えて、他宗

教の信者や無信仰者との対話にも道を開いたへ

もっとも宗教選択の自由を認めるといっても、「真の宗教J (True Religion) 

に従う信者としての「道徳的」義務まで否定したわけではないとしていた。 し

かも信者として自由に判断すべき政治社会的領域と教会が教導権をもっ道徳的

領域との境界を決定する権限は、あくまでも教会の側にあるとした。いいかえ

ると政治社会的領域における「信仰の自由」の原則に対して、宗教領域におけ

る「教会の道徳」の優位を規範化したのである。そこには明らかにカトリック

教会の「反」 自由主義的 (anti-liberal)で「反」エキュメニカル (anti-

ecumenical)な残浮がいまだ色濃く反映していた21

たしかに新旧両勢力の間の激しい対立もあって、そうした両義性を拭いきれ

なかったにもかかわらず、第二ヴァチカン公会議がカトリック教会にもたらし

た変化は、とてつもなく大きなもので、あった。伝統的なラテン語による典礼は

ヴァチカン以外では原則的に禁止され、各地域での言語によるミサが執り行わ

れるようになった。そればかりか、司教の協働制の原則が定められたことによっ

ても、各国教会の自律性は否が応でも強まっていった。また「神の民」とされ

19 Hermann J. Pottmeyer，“Lo svipuppo della teologia dell 'ufficio papale nel contesto ecc1esiologico， 

sociale ed ecumenico nel XX，" Giseppe Alberigo e Andrea Riccardi (eds.) ， Chiesa e papato nel 

mondo contemporaneo， Roma-Bari， Laterza， 1990， pp.3-63.村上信一郎「近代におけるローマ教

皇権の確立J歴史学研究会編『幻影のローマ』青木書居、2006年、pp.405-429。

20 南山大学監修『第 2バチカン公文書全集』 サンパウロ、 1986年。

21 Gene Bums， The Frontiers of Catholicism， Berkeley， University of Califomia Press， 1992; 

Hermann J. Pottmeyer， Towards a Papαcy in Communion， New Y ork， The Crossroad Publishing 

Company， 1998. 
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る多数の貧者の「受苦」への共感に基づく社会正義の実現に対する関心から、

多くの地域では若い聖職者や信者の政治化が進行し、左翼急進主義の影響を受

けて、なかにはマルクス主義の概念や用語を積極的に受容するものまで現れた。

1960年代後半からラテン・アメリカ諸国を席巻したグスターヴォ・グティエレ

スやレオナルド・ボフらが唱えた「解放の神学J(Theo1ogy of Liberation)は、

そうした「現代化」のひとつの帰結に他ならなかった。カトリック教会でもあっ

というまに「進歩主義」が、それまで、の伝統主義に代わって「時代の徴」となっ

てしまったのである。

ジャンニ・バジェット・ボッツォという特異な経歴をもっ1925年生まれの司

祭がいる。聖職者でありながらDCを批判し、かつてはイタリア社会党のクラ

クシ書記長の側近であり、今で、はベルルスコーニの懐万となって、ベルルスコー

ニが所有する雑誌・新聞で中道右派を支持する強力な論陣を張っている。その

バジェット・ボッツォは、第二ヴァチカン公会議が諸悪の根源にあると述べて

いた。なぜならば、教会が「神の民」の共同体となり、司教との協働制が定め

られたばかり、教皇の「不可謬性」が撤回され、「時代の徴」とともに教義も

変わること、すなわち「現代化J (aggiornarnento) を認めたために、教会は

「現代(近代)社会」との妥協に陥り、カトリック教会に固有の「ローマ性」

(Rornanita)や「教皇首位権J (Prirnato papale) を放棄した結果、教会にとっ

てもっとも本質的なその「神秘性J(Mistero)まで、失ってしまったからである。

こうして教会は「世俗化」の坂道を一気に転がり落ちることになったとしたへ

こうしたバジェット・ボッツォのような批判は、カトリック右派にとって、

今や「決まり文句J(cliche)のようなもので、とりたてて目新しいものではな

し'123 しかし教会が第二ヴァチカン公会議の宣言や決定を、公式に否定するこ

とは絶対にありえないことであった。それは教会の真理の自己否定に他ならな

かったからである。それにもかかわらず、 1981年にヨハネ・パウロ二世によっ

て教理省長官に任命されたヨゼフ・ラッツインガー(現在の教皇ベネデイクト

十六世)は、遠まわしな言い方で、第二ヴァチカン公会議の決定の「この20年

における適用の仕方は、教会にとって決定的に否定的なもので、あった」と述べ

ていた。ちなみに教理省 (Congregatiopro Doctrina Fideli)はパウロ六世によっ

て1965年に改組されたもので その起源は1542年にパウロ三世によってプロテ

スタントの取り締まり機関として創設された「異端審問裁判所J (Tribunale 

della Santa Inquisizione) にあり、 1908年に「検邪聖省J(Sant'Ufficio) と改称

22 Gianni Baget Bozzo， Ilルturodel cattolicesimo， Casale Monferrato， Piemme， 1997. 

23 Ralph M. MacInemy， What Went Wrong with Vatican II: The Catholic Crisis Explained， 

Manchester(NY)， Sophia Institute Press， 1998. 
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された。こうした歴史をもっ教理省の長官が、第二ヴァチカン公会議による

「現代化」の成果をここまで否定的に見ていたことは、それがもはや教会内の

少数派の怠見にとどまらない広がりを持つことを示していた。事実、ラッツイ

ンガーは「解放の神学」のもっとも激しい批判者の一人で、あった。また現代文

化を「地獄の文化」とまでこきおろしていた。

ラッツインガーは1927年南ドイツ・バイエルンに生まれ、もともとは基礎神

学の大学教授で、あった。若くしてケルン大司教ヨゼフ・フリングス枢機卿の公

式顧問官 (peri印s) として第二ヴァチカン公会議にも参加している。ラッツイ

ンガーは特に「検邪聖省」の旧態依然たる異端審問裁判を批判し、被疑者の権

利をも保護する刑事訴訟法の手続きが必要だとした。この見解を表明したフリ

ングス枢機卿は、教皇庁内の守旧派の統帥アルフレド・オッタヴィアーニ枢機

卿により公会議の席上で面罵されたといわれている。この時期のラッツインガー

は「神は制度の側にではなく、つねに苦しみ虐げられた者の側にある」といい、

進歩主義的な神学者として知られていた。だがチュービンゲン大学の教授を務

めていたときに、 168年」の学生反乱に遭遇して、「世俗主義J(secularism) に

汚染された現代社会の類廃に深く傷つき、 一気にインテグラリストへと転向し

ていったへ

168年」をきっかけとする、このような現代社会に関する絶望的なまでにペ

シミスティックな認識は、 CLのジュッサーニ神父とも軌をーにするものであ

り、じつは、想像以上に大きな広がりを持っていた。ヨハネ・パウロ二世によっ

て1980年にパリ大司教に任命されたジャン・マリー・リュスティジェが辿った

道のりは、最先端の社会科学をも理解しうる知識人がポスト・モダン的な状況

認識のなかで、理性と啓蒙の「倣慢」に強い幻滅を覚え、キリスト教へ回帰す

る姿を象徴的に示していた。彼は1926年にパリのポーランド系ユダヤ人の家庭

に生まれたが、大戦中にカトリック教徒に改宗した。その後も普通の学生とし

てソルボンヌ大学を卒業していた。その自伝の題名が雄弁に物語っているよう

に、まさに彼は『神の選択~ (Le choix de Dieu)を行ったのであるヘ

リュスティジェもラッツインガーも、それぞれの意味づけは異なるが、個人

の実存的な体験をきっかけとして、現代世界に対する幻滅を覚え、信仰の意義

を再発見した「転向者=改宗者J(convert) であった。それゆえ彼らの「現代

(=近代)J批判はよりし1っそう攻撃的なものとなった。第二ヴァチカン公会議

24 Marco Bardazzi， 1¥Tellaνigna del signore. Laνita e il pensiero di Josψh Ratzinger， Milano， 

Rizzoli， 2005. 

25 Jean-Marie Lustiger， La scelta di Dio， Milano， Longanesi， 1988 (Le choix de Dieu， testo 

originale仕ancese1987). 



26 村上信一郎

に対する隠然たる批判は、こうした形での世俗主義への幻滅とインテグラリズ

ムへの回帰によっても、醸成されていったのである。

3. 教皇ヨハネ・パウ口二世による現代世界の「再キリスト教化」運動

教皇ヨハネ・パウロ二世にとっても、信仰を失い、道徳的な相対主義と物質

的な快楽主義、哲学的な功利主義に絡めとられた現代世界は「泥沼J(fango) 

でしかなかった。 しかし諸悪の根源は「原罪」にある。共産主義者が唱えるよ

うな社会経済的な革命や、先進国の左翼急進主義者が唱えるような政治的な解

放の試みも本質的には無意味なものであり、キリストの「福音」による解放に

しか真の救いの道はない。ヨハネ・パウロ二世の現代世界についての認識は、

基本的にジュスティジェやラッツインガーと共通するものであり、暗黙裡に第

二ヴァチカン公会議が認めた「教義の発展」の可能性を否定するものであっ

たおo

ところでヨハネ・パウロ二世、すなわちカロル・ヴォイチワの信仰の原点は、

教皇となって「私のすべては貴女(=聖母)のものJ(To印S 印us) をモットー

に選んだように、幼くしてマリア崇敬に出会ったことであった。これはポ一ラ

ンドの宗教的伝統でで、もあつた(ヤナスグラの黒い聖母が何世紀にもわたりポ一

ランドの女王として崇められてきた)27幻7

聖母.聖処女マリアを理想とするそのアルカイツクな女性観は、彼をして頑

迷固阻な反フェミニズムのチャンピオンとすることになった。1994年の国連人

口開発会議の「カイロ文書」が定めた女性の「性と生殖の健康・権利J(repro-

ductive health and rights) を拒否した。また94年 5月29日の使徒的書簡『司祭

職の叙階~ (Ordinatio sacerdotalis) により、女性の司祭職を否認した。聖処女

マリアは神の母、教会の母だが、使徒や司祭ではなく、キリストは使徒に男性

しか選ばなかった。それゆえ女性を司祭職に叙階できないし、教会にもその権

能(authority)はないとした。それでも欧米の教会での要求が収まらなかったの

で、教理省長官ラッツインガーは95年10月28日に声明を発し、教皇の決定は

「最終的なものにして不可謬 (definitiveand infallible) Jとした。信仰と道徳に

関する教皇の決定に誤りはありえないとする「不可謬性」の教義は、ピウス九

世が第一ヴァチカン公会議(1869-70年)において宣言したもので、教皇至上

主義の象徴的な表現と見なされてきた。そして第二ヴァチカン公会議以降は、

26 Filippo Gentiloni， Karol Wojtyla nel segno della contraddizione， Milano， Baldini & Castoldi， 

1996， pp.46-48. 

27 Giovanni Paolo 11， Varcare la soglia della speranza， Milano， Mondadori， 1994 [曽野綾子 ・

三浦朱門訳 『希望の扉を開く 』同朋社出版、 1996年]。
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半ば死語と化していた。この声明にはケンブリッジ大学教授ニコラス・ラッシュ

など欧米の神学者が反発し、 ドイツのカトリック異論派グループ ¥¥WeAre 

Church))が女性の司祭職叙階を要求する 150万人の信者の署名を集めるまでと

なったお。だがヨハネ・パウロ二世は、こうした主張こそ西欧近代の啓蒙主義

的な世俗精神に毒された利己的で主知主義的な言説だとした。祖国ポーランド

がそうであったように、聖母や聖人による奇跡を信じる素朴で敬度な信仰心、

民衆の日常生活に融けこんでそれと揮然一体となった、すなわち「受肉J(in-

carnated) したキリスト教こそ、信仰の本来あるべき姿だと考えていた。

ヨハネ・パウロニ世のマリア崇敬に由来する黙示録的摂理観は、 2000年 5月

13日の「ファティマのマリア第 3の予言」の公開によっても示されていた。

1917年 5月13日ポルトガルのファティマで聖母マリアが 3人の牧童の前に出現

し、 3つの予言を伝えたO 最初の 2つは1937年に公表され、第一次大戦の終結

と共産主義の台頭を予言したとされた29 だが第 3の予言については歴代の教

皇も秘密を守り、封印され続けた。しかしヨハネ・パウロ二世は大聖年の2000

年に、 83年間の沈黙を破って、あえて公表することにした。第 3の予言という

のは、おびただしい殉教者の死骸の聞に立つキリストに向かつて、よろめきな

がら歩いてくる「白い服をまとった司教」が、銃弾を浴びて死に、大地に倒れ

るという内容の「幻視J(vision)だ、った30 教皇庁国務長官アンジエロ・ソダー

ノ枢機卿は、これが「聖書にも匹敵する予言的示現J (una visione profeticfa 

paragonabile a quelle della Sacra Scrittura) と認定されたとし、それが1981年

5月13日にサンピエトロ広場で起こったトルコ人アリ・アグカによる教皇暗殺

未遂事件を予言するものだと解説した。

かねてより教皇は「聖母の手」の導きのお陰で銃弾が急所を反れて、「死の

淵」から救われたと信じてきた(銃弾をファテイマのマリア像に奉納した)。

また教皇は「最後には私(=マリア)の心が勝利を収めるでしょう」という聖

母マリアの予言が実現されるために、自らが「遠い国J(ポーランド)から呼

ばれたと考えていた。それゆえソ連・東欧の無神論を唱える共産主義国家が相

次いで崩壊していったのも、聖母マリアのお陰であると信じていた。

このようにヨハネ・パウロ二世は、自らの実存的な運命がたんなる個人的な

ものに止まることなく、聖母マリアの導きにより、共産主義体制の崩壊といっ

た大事件を通して、「聖なる」歴史と響きあい、重なり合っているという神秘

的で黙示録的な霊感を抱くようになっていた。ファティマのマリアの第 3の予

28 C. Bemstein & M. Politi， op.cit.， pp.506-513. 

29 Ennio De Concini e Paolo Festucca， 1 segreti di Fatima， Cinisello Balsamo， San Paolo， 2000. 

30 www.cesnur.org/testi/fatima.html 
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言が2000年の区切りとなる大聖年に公表されたことによって、こうしたヨハネ・

パウロ 2世の霊感が、まさに「客観的」なものとして証明されたことになった

のである。

カトリック教会の「現代化」に決定的な意味をもっ第二ヴァチカン公会議は、

当時78歳と高齢かっ貧農出身で、神学的素養にも乏しいがゆえに、世評では凡庸

な「つなぎの」教皇で終わるといわれていたヨハネス二十三世が、 1959年 1月

25日に突如として決断したことによって始まった31。それとは内容も、後世の

歴史に与える影響も異なるであろうが、ヨハネ・パウロ二世も、ある意味では

同じような突然の決断を行った。2000年の大聖年 (GreatJubilee) をまえに、

カトリック教会が過去に犯したすべての過ちを謝罪し、「記憶の浄化J(purifi-

cation of memory) を図ろうとしたのであるヘ

1994年 4月、署名も日付もない 12000年の大聖年についての省察」と題する

23ページの覚書が各枢機卿宛に送付されてきた。そこにはこう記されていた。

「信仰の名において繰り返されてきたあらゆる形の暴力について、どうして私

たちが沈黙を守り続けることができるというのでしょうか。宗教戦争、異端審

問、その他の方法による個人の諸権利の採聞についても同じです。大事なこと

は、人権を探聞するこれらの強制的な方法が、その後、 20世紀の全体主義イデ

オロギーによって取り入れられたことです。 (.一)教会もその歴史の閣の面を

自らの意志によって見直さなければなりませんJo94年六月 13日の臨時枢機卿

会では「キリストの神秘体」である教会に罪などありえないとの異論も出たが、

教皇はこれを押し切った。

ヨハネ・パウロ二世は、 1980年のフランス訪問でキリスト教会分裂の責任を

認めて以来、様々な機会を捉えて、異端審問、イスラム教差別、先住民差別、

黒人奴隷貿易、宗教戦争、ヤン・フス火刑、東方正教会との分裂、ガリレオ裁

判、ジョルダーノ・ブルーノ火刑、聖バルテルミーの虐殺、ルタ一派差別、ユ

ダヤ教差別といったカトリック教会が犯した過ちを認め、謝罪してきたおo

しかし、教皇はこうした個々の出来事にたいする謝罪だけではなく、大聖年

に「許しを求める日」のミサ(3月12日)を行うことにより、教会の「記憶を

浄化」、すなわち過去の歴史のなかで生じたあらゆる汚名や恥辱を清め、教会

そのものが「回心J (metanoia) を遂げることが、 2000年の大聖年のもっとも

31 村上信一郎「教皇ヨハネ二十三世J~ 日伊文化研究』、 43 、 2005年、 pp .75-82。

32 John Paul 11， Homily of the Holy Father “Day of Pardon，" March 12， 2000， www.vatican; 

Tertio Millennio Adveniente， Citta del Vaticano， Libreria Editrice Vaticana， 1994 m紀元2000年

の到来』 カトリ ック中央協議会、1995年]、村上信一郎「ヨハネ・ パウロ二世の 《メア・クル

ノミ))J ~世界~ 2005年 6月号。

33 Luigi Accatoli， Qunado il Papa chiede perdono， Milano， Mondadori， 1997. 
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重要な目標だと宣言した34

その一方で、ヨハネ・パウロ二世は、史上例を見ないほど数多くの列福、列

聖を行い、 2000年まで798人の「福者J (Blessed) と280人の「聖者J (Saint) 

を生み出していた。 さらに2000年 5月 7日には新しい「殉教者J (Ma均Tr) す

なわち「神の栄光に命を捧げた《無名戦士))Jを記憶に留めようと呼びかけた。

20世紀に無神論を唱える全体主義体制の犠牲となった数多くの人々は「殉教者」

だとしたのであるおo

これには次のような意味があった。すなわち教会には数多くの罪びとがし1て、

数多くの罪が犯されてきたが、それを補って余りあるほど数多くの聖者や福者

も存在した。そればかりか、教会が自ら犯した過ちより大きな犠牲を蒙ってき

たことは、これほど多くの殉教者がいたことによっても明らかである。教会が

過去の一切の過ちを告白し、許しを求めたからといって、教会それ自体に罪が

あったと認めたのでは全くない。過ちを犯した子たちの罪を、「母なる連帯感」

(maternal solidarity) から、彼らに代わって担おうとしているにすぎない。聖

なる教会はあくまでも「無傷J(untainted) であり、「記憶の浄化」によって教

会の歴史は以前にもまして「聖なる歴史」となる。このようにしてヨハネ・パ

ウロ二世の千年王国論 (millenarianism) は「聖なる教会」の「聖なる歴史」の

完成を大聖年に見出そうとしていたのである。

教皇は2000年 3月20日の中東聖地巡礼までに、すでに84回の旅行をおこない、

訪問地は120カ国以上、延べ720日を宣教の旅に費やした。訪問地では大野外ミ

サに膨大な聴衆が集まり、「世界青年祭J(W orld Y outh Day) では野外ロック

コンサートのようなスペクタクルとして若者の人気を博し (PopeラsW oodstock)、

「幸せなのに不安J(happily insecure) としづ若者の宗教回帰に大きな役割を果

たしたといわれている。だが、それは啓示された宗教的「真理」を説くのでは

なく、たんにマスメディアをとおして心理的な「癒し」を与える一過性のイヴェ

ントにすぎないという、辛珠な批判も根強く存在した。他方、先述したように、

バジェット・ボッツォは、教皇の人格的なカリスマをとおして、その場に「ロー

マ性」と聖ペテロの「首位権」そして教会の「神秘性」を現前させる、「教会

論的な意味を持つ旅J(ecclesiological travel)だと高く評価した36

いずれによせ、こうした旅行が，ヨハネ・パウロ二世の「受肉された教会」

(incarnated Church) の観念と深く結び、ついていたことは間違いなかった。 ソ

34 La Commisione teologica intemazionale， Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le co争edel 

passato， Milano， Paoline， 2000. 

35 Id. Nuoνi martiri， Cinisello Balsamo， San Paolo， 2000. 

36 G. Baget Bozzo， op.cit.， p.128-132. 
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連・東欧社会主義体制の崩壊後、宣教の軸は「東西」から「南北」に移された。

その背景にはロシア正教会との和解の困難もあったが、西欧近代に毒されてい

ない「未開拓の処女地」である「南」の国々への宣教に力点がおかれ、アフリ

カとラテン・アメリカがとくに重視された。ヨハネ・パウロ二世のアフリカ訪

問は 5回におよび、アフリカ出身枢機卿の数も急増した。 しかし、アフリカで

は、イスラム教が影響力を拡大する一方、聖職者の妻帯などをめぐる土着文化

の「受容J(enculturation) の問題に直面し、ラテン・アメリカではペンテコス

ト派 (Pentecostalist)37 を中心とする福音主義の飛躍的な発展によってカトリッ

ク教会は大きな危機に直面している。ヨハネ・パウロ二世の「再キリスト教化」

( evangelization)が目覚しい成果を挙げたとは必ずしもいえなかったのである38

4. rポスト世俗化」時代の力トリック教会の再帰的原理主義化

19世紀の西欧に生まれた主要な社会思想家の多くは、たとえばオーギュスト・

コント、エミール・デュルケーム、カール・マルクス、マックス・ウェーバ一、

シグムンド・フロイトなどは、宗教は産業社会の誕生に伴い、その重要性を徐々

に失っていくと信じていた。すなわち宗教改革とルネサンスに始まり、啓蒙主

義の時代を経て、神学的迷信、宗教典礼、象徴儀式、呪術的祈祷などが過去の

遺物として「脱魔術化J (Entzauberung， disenchantment) されていくと考えら

れていた。 このような宗教の「世俗化J (secularization) は、合理化、官僚制

化、産業社会化、都市化などの現象とともに生じる、近代社会における必然的

にして不可避の趨勢と考えられてきた。宗教は、せいぜいのところ、個人の私

事として内面的な領域に止まるしかないと観られてきた。ピーター・バーガー

の 1967年の著書『聖なる天蓋~ (The Sacred Canopy)は、こうした世俗化論の

代表的な著作と考えられてきたへだがバーガーは、 1999年の編著『世界の脱

世俗化~ (The Desecularization 01 the World)では、「世俗化論は本質的に誤り

であった」と断言したのである 40 宗教の復権の基本的な理由として、近代社

会の発展がもたらす逆説的な不確実性の増大と、少数のエリートが支配する合

理主義的で主知主義的な世俗文化に対する大衆の反逆を挙げている。他方、ピッ

パ・ノリスとロナルド・イングルハートは、伝統的な世俗化論の基本的な妥当

性を承認しつつも、世俗化の進化論的な単線的理解を斥け、世俗化が当該社会

37 Paolo Naso，“La sfida pentecostale，" Limes， 2， 2005， pp.127-134. 

38 Paolo Flores d' Arcais et a1.，“Wojtyla il Grande: Rinascita cattolica 0 sfida oscIantista?" Micro-

Mega， 2， 2005， pp.7-69. 

39 Peter L. Berger， The Sacred Canopy， New York， Anchor Books， 1967. 

40 Id. (ed.) ， The Desecularization of the World， Washington DC， Ethics and Public Policy Center， 

1999， pp.2-4. 
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に生きる諸個人の「実存的安心感J (sense of existential security) との相関関

係にあるのという仮説を立てることで、世俗化論の修正を提起し、それを世界

規模でのデータを用いて実証しようとした41

ここで重要なことは、世界的な次元での宗教の復権が、ジル・ケペルがいう

ように、 1970年を転換点として現れていることであるへいいかえると、たん

なる伝統主義の連続線上に生まれた単なる反動的、復古的な現象などではなく、

アンソニー・ギデンズが「近代(現代)性J(modemity) の特色とした「再帰

性J(reflexivity) を深く刻印された、まさに「現代」の「新たな」現象として

現れていたのであるへ 68年 I5月革命」、エジプトのナセル大統領の死 (70

年)、石油危機による世界同時不況や福祉国家の危機 (73年)、ニクソン大統領

の辞任 (74年)、ポルトガルやスペインに始まる民主化の「第三の波J(74年以

降)、アメリカのヴェトナム戦争敗北 (75年)、ソ連のブレジネフ体制 (77年)、

中国文化大革命の失敗 (77年)、教皇ヨハネ・パウロ二世の登場 (78年)、イラ

ン・イスラム革命 (79年)、中越戦争 (79年)、サッチャ一首相の登場 (79年)、

ソ連のアフガニスタン軍事侵攻 (79年)、レーガン大統領の登場 (81年)0 アラ

ブ民族主義や国際共産主義はその輝きを完全に失い、ほとんどの新興独立国家

は近代化に失敗する。他方、先進資本主義国の福祉民主主義も初めて挫折を体

験し、その空隙を埋めるかのように、新自由主義や新保守主義のイデオロギー

の台頭を見た。その意味で宗教の復権は、民族主義や共産主義の失敗、あるい

は新自由主義や新保守主義の出現とも決して無関係なものではなく、本質的に

は共時性 (synchronicity)を有する現象だ、ったのである。

いうまでもなく、この場で世俗化をめぐる論争に決着をつけることはできな

い。ただ、このような「ポスト世俗化」とでもいいうる時代において、カトリッ

ク教会がどのような変容を遂げていったのかについて、すでに述べたことに付

け加えて、いくつかの事例を検討するなかで、考えてみたい。

第一に、イエズス会の凋落である。周知のごとくイエズス会は対抗宗教改革

以降、「教皇の軍隊」として教皇庁ではもっとも高い権威と影響力をもっ修道

会であった。その機関誌『チヴィルタ・カットーリカ~ (Civilta Cattolica)は教

皇の検閲を受けていることから、教皇自身の意思をも代弁する権威ある雑誌と

されてきた。 しかしヨハネ・パウロ二世には、第二ヴァチカン公会議以降のイ

41 Pippa Norris & Ronald Inglehart， Sacred and Seculare， Cambridge， Cambridge University Press， 

2004. 

42 ジル・ケベル『宗教の復讐~ (中島ひかる訳)晶文社、 1992年、 pp.17-35。

43 アンソニー・ギデンズ『近代とはいかなる時代か?~ (松尾精文・小幡正敏訳)、而立書房、

1993年、 pp.53-63。
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エズス会のあり方に対して強い不満があった。イエズス会系大学の神学部や神

学者のあいだでえ公認教義に対する挑戦的な態度が広まったこと、そして何よ

りも「解放の神学」に対する多数の同調者を生み出したことが、規律の弛緩と

考えられたからである。またイエズス会が修道士の数を大きく減少させていっ

たことも問題とされた (65年の 3万 6千人から95年の 2万 9千人)。そして81

年にバスク出身のカリスマ的総長ペドロ・アルッペが健康上の理由から辞意を

表明し、次期総長選出のための総会開催を求めたのに対して、教皇はこれを拒

否した。そればかりか自ら総長代理と総長代理補佐を任命し(後者には元上智

大学学長ジュゼッペ・ピタウが任命)、イエズス会は1773年に教皇クレメンス

十四世によって解散命令を受けて以来の危機に陥った。最終的には教皇に異議

を唱えることなく、 82年に第33回の総会を開催して後任総長を選出したが、イ

エズス会の教会内における権威と威信は計り知れないほど失墜した44

第二は、オプス・デイ (OpusDei) の教皇庁における権力の拡大である O

これはスペインのホセ・マリア・エスクリード神父(1902-75年)が1928年に

マドリードで創設した信心会である(正式の名称は SocietaSacerdotale della 

Santa Croce e Opus Dei) 450 秘密結社的な位階制と厳格な内部規約を有する複

合的な宗教組織で、 2000年には87カ国で活動し、在俗信者会員 8万人、聖職者

2千人、さらに多数の有力な政治家、財界人、官僚が会友となっている。とく

に1960年代のフランコ体制下では、「スペインの奇跡」と呼ばれた経済成長に、

こうしたオプス・デイの会友が大きな役割を果たしたといわれている。イタリ

アでは国家転覆を企てた秘密結社P2 (ピードウエ)の領袖ルーチョ・ジェツ

リ、 84年にロンドンのテームズ川で変死体となって発見されたミラノのアンブ

ロジアーノ銀行頭取ロベルト・カルヴィ、ヴァチカンの金融機関 (IOR:

Istituto dellラOperadi Religione) を支配したアメリカ人司教ポール・マーチン

スク、そして86年に獄死したマフィアの銀行家ミケーレ・シンドーナなどとも

密接な関係を持っていたことから「聖なるマフィア」との陰口も聞かれる。な

お2005年に銀行買収をめぐる便宜供与の疑いで辞職に追い込まれたイタリア銀

行総裁アントニオ・ファツィオもオプス・デイの会友で、あった。

ヨハネス二十三世やパウロ六世はオプス・デイを忌避した しかしカロル・

ヴォイチワはまだポーランドにいた1972年から関係を深めていき、教皇就任後

の82年には、オプス・デイに「属人区Jpersonal prelatureという例外的な権限

を与えた。これによりオプス・デイは在俗信心会として、各地の司教の監督に

44 G.Weigel， op.cit.， pp.425-430. 

45 Vittorio Messori， Opus Dei， Milano， Mondadori， 1994; Jose Maria Escriva， Cammino， Milano， 

Mondadori， 1985. 
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服することなく、自由に活動できることになった。それだけではなく 92年には

創立者のエスクリーヴァを「福者」に列福し、 2000年には 2人のオプス・デイ

の聖職者を史上初めて枢機卿に任命した。ヨハネ・パウロ二世の下、今や教皇

庁 (Curia)でのオプス・デイの影響力は、かつてのイエズス会を初併させるほ

ど強大なものとなり、各地の司教の任命には事実上の拒否権をもっとさえいわ

れている。

第三は、カリスマ的教会運動の公認と奨励である46 ヨハネ・パウロ二世は

95年 5月31日の聖霊降臨節 (Pentecost) に、 50以上ものカリスマ的「教会運動」

(ecclesial movement) のメンバー28万人をサンピエトロ広場に集めて、こうし

た運動を「摂理によって表された教会の春」だとして祝福した。その先頭に位

置したのがオプス・デイであり、先述した「共生と解放J (CL)、さらには

「フォコラリーニ (Focolarini) や「ネオカティチュメネイト」

(N eocatechumanate) とし1った新興カリスマ運動も多数参加していたぺこれら

の教会運動は、いずれもが比較的最近になってカリスマ的な指導者の私的で、個

人的なイニシャチブによって創設されたもので、教皇に対する絶対的な帰依を

誓うが、じつはそうした指導者への絶対忠誠に基づく独自の内部規律と組織の

非公開性を特徴としていた。またカルト的で宗教原理主義的な性格が著しく強

かったために、フランスなどでは「反カルト法」による取締りの対象となるも

のも多かった。

それにもかかわらずヨハネ・パウロ二世は 在俗信者が世俗世界において普

通の家庭生活や職業生活を営みつつ、教皇に対する絶対忠誠を誓い、教会の道

徳的な規律を遵守するという「生活の聖化J(sanctification of life) にとって、

模範的な役割を果たしているとして、オプス・デイを始めとする、こうした運

動を高く評価した。イタリアでは97%が洗礼を受けているのに、信仰実践者

(教区教会の日曜ミサへの定期的な出席者)は23%に過ぎ、なかった。一度も告

解(confession) をしたことがない者は60%、離婚や婚前交渉を認める者は50

%、経口避妊薬を認めるものは70%、妊娠中絶を非合法と考える者は14%、向

性愛を容認する者は53%に達した (95年)0 教皇は、このような教区教会にお

ける信仰実践者の減少や聖職志願者の激減、あるいは市民生活における性道徳

の類廃を、カリスマ的教会運動が埋め合わせていると考えた。つまり、こうし

た運動を「世俗主義J(laicism)との戦いの先兵と見なしていたのである。

46 Gordon Urquhart， The Pope's Armada， New York， Prometeus Books， 1995. 

47 Angelo Giolo e Brunetto Salvarini， 1 cattolici sono tutti uguali? Una mαrppa dei moνimenti 

della Chiesa， Genova， Marietti， 1992; Alberto Melloni (ed.) ，“ movimenti nella Chiesa，" 

Concilium， 3， 2003. 
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第四は、異論派カトリック神学者の糾弾である。 ヨハネ・パウロ二世によっ

て教理省長官に任命されたラッツインガーは、「化膿した傷J(piaghe purulente) 

を治療するとして、教皇に対する絶対的な忠誠と献身を示すよりも、独自の神

学的な見解を提示しようとする「内なる異論派J(intemal dissenter) に対して、

いわば大審問官として、苛烈な「熱心党(ゼイロータイ)J的 (zealotry) 闘争

を遂行した。チュービンゲン大学でラッツインガーの同僚で、あったスイス生ま

れの著名な神学者ノ¥ンス・キュンク(1928年生まれ)は、 1967年の著作『不可

謬とは?一つの探求~ (Jnfallibile? An Inquiη 英訳は1971年)が問題視されて、

1979年に神学教授資格を停止された48

またベルギ一生まれのドメニコ会士でオランダのネイメーへン・カトリック

大学の神学教授を務め、第二ヴァチカン公会議でも大きな影響力を発揮したエ

ドヴアルト・スヒレベークス(1914年生まれ)も、 451年のカルケドン公会議

で確立した三位一体説に対して、人間としてのイエスはイエスになる前に神の

子として神で、あったのかを問し1かける1974年の著作『イエス:キリスト学にお

ける一つの試み~ (Jesus: An Experiment in Christolgy 英訳は1979年)が嫌疑

を受け、 79年に教理省の査問にかけられた。この問題は84年にドメニコ会総長

の仲裁により和解したが、定年退職まで、その著作を出版することはできなかっ

た。

キュンクやスヒレーベスクは、第二ヴァチカン公会議で改革派として重要な

役割を果たした、フランスのドメニコ会士マリー・ドミニク・シェニュ

(1895-1990年)、 ドイツ人でインスブルック大学教授のカール・ラーナー

(1904-84年)、フランスのドメニコ会士のイヴ・コンガール枢機卿(1904-95年)

とともに、 1965年に「新神学J(Nouvelle Theologie) の雑誌『コンチリウム』

( Concilium) のを創刊していた。教理省長官ラッツインガーが第二ヴァチカン

公会議の改革派に連なる神学者を標的としたことは、歴然としていた。それだ

けではなく、教皇のいう教会の道徳的な教え(なかでも性道徳)に背く神学者

や聖職者を容赦なく、次々と糾弾した。

たとえば、ワシントンDCにあるアメリカン・カトリック大学のチャールズ・

カラン教授は性道徳(避妊と不妊治療)をめぐって86年に神学教授の資格を停

止された。またシアトル大司教レイモンド・ブートハウゼンは、還俗した司祭

による同性愛者ためのミサを認めたり、反核運動にも参加したりしたことによ

り、 85年に、通常よりも 5年も早い70歳での引退を余儀なくされた49

教理省長官ラッツインガーにとって、もっとも厄介な問題は「解放の神学」

48 .G.Weige1， op.cit.， pp.356-357. 

49 G.Weigel， op.cit.， p.524; C.Bemstein & M.Polliti， op.cit.， pp.418-419. 
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で、あった。教会にとってラテン・アメリカ諸国は膨大な数の信者を擁する、もっ

とも重要なカトリック地域の一つであり、ラテン・アメリカ司教協議会

(CELAM: Consejo Episcopal Latino Americano) においても多くの支持者を得

た「解放の神学」を無碍に否定することはできなかったからである。それゆえ

ヨハネ・パウロ二世も79年 1月にフ。エブラで開催された CELAMでは、これに

一定の理解を示していた。 しかしラッツインガーは84年の教理省教令"にお

いて、これに歯止めをかけ始めてしだ O すなわち「解放」が偉大な聖書的、キ

リスト教的テーマで、あると認めた上で、それにも良いものと悪いものがあると

した。そして構造的暴力や階級差別にたいする暴力革命はキリスト教的な歴史

観とも合致しないし、政治の神格化は民衆を裏切る。福音書でいう「心の貧し

き者」はマルクス主義のいうプロレタリアートではない。罪は社会経済構造の

中にではなく、人間の心の中にある。ただ、このように「解放」という概念そ

れ自体は否定せず、まだ妥協の余地を残していた。

しかし86年の教理省教令51 では、「解放」の最も深い意味はキリストの犠牲

による「あがないJ(redemption) にあるとした。「あがなし'J の中でこそ人聞

は最も根源的な罪と死の力から自由になるからだというのである。 こうして

「解放」から社会的な意味づけを完全に剥奪し、それを「あがなしリという宗

教的概念に解消することによって、「解放の神学」を決定的な形で断罪した。

それと平行して、「解放の神学」の思想的指導者であるグスターヴォ・グティ

エレス (1928年にペルーに生まれる)などを標的として、「解放の神学」は聖

書を完全、意的な形で政治的に解釈して正統教義よりも実践を重んじる、マルクス

主義とも見まがうような「地上におけるメシアニズムJ(temporal messianism) 

に他ならず、教会にまで階級闘争を持ち込もうとする謬説であると論難した。

そして神学校や神学部で「解放の神学」を教えることは厳しく禁じられ、教会

の名の下に「解放の神学」を説く聖職者や神学者は容赦なく破門されていった。

5. rテオコン」による教皇「首位権」の称賛

イタリアでは、かつては 168年世代」に属する左翼(その多くは新左翼や急

進党)でありながら、左翼から転向してベルルスコーニの中道右派を支持した

戦後世代の「世俗知識人J(intellettuale laico) のあいだから、カトリック教会

との対話を図ろうとする動きが現れてきた。こうした知識人の多くは、 2001年

9月11日の「同時多発テロ」をきっかけとして、ブッシュ大統領のいう「テロ

50 Congregation for the Doctrine of the Faith， Instruction on Certain Aspects of the Theology of 

Liberation， August. 6， 1984 cit. da www.vatican. 

51 Id. Instruction on Christian Freedom and Liberation， March 22， 1986 cit.da www.vatican. 
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リズムとの戦し'J をイスラム原理主義の脅威に曝された西欧キリスト教文明の

防衛戦争と考える、「テオコンJ(teocon: conservatore teocratico; theocratic con-

servative)の一派を構成していくことになる。

「テオコン」とは、アメリカの「ネオコン」に準えて創られたイタリア独自

のジャーナリスト用語である。ほんとうは無神論者 (ateo)であるのに、サミュ

エル・ハンチントンの「文明の衝突」論で示されたような西欧文明に対する危

機感から、西欧文明の基盤としてのキリスト教を再発見し、これを無条件に擁

護する立場へと転向した、自由主義者と称する世俗知識人のことを指すヘ

ベルルスコーニ犬人が所有する日刊紙『イル・フォリオ~ (刀 Foglio) 編集

長ジュリアーノ・フエラーラは、メディアへの露出度がもっとも高い人物の一

人である。52年に共産党幹部の家に生まれ、幼年期をモスクワで過ごしたこと

もある毛並みの良い共産党員だ、ったが、 80年代に転向してからは反共主義者と

して活躍、ベルルスコーニの側近として、親米・親イスラエル・反イスラムの

論陣を張っている九これには世代が異なるが、 1929年生まれの著名な女性ジャー

ナリストであるオリアーナ・フアラーチも加えることができる。かつて作家の

モラヴィアや映画監督のパゾリーニとも親交のあった左翼フェミニストのフア

ラーチが、 19. 11J 以降まるで人が変わったかのように「イスラム憎悪」

(is1amophobia) を表明し、大ベストセラーとなる『怒りと誇り』を著したへ

そしてイタリアのような無数の文化遺産を誇る「老いた国」を「イスラムの侵

入」から防衛しなければならない。西欧からイスラム移民を追放しなければな

らないと唱えた。

また、カール・ポッパーの科学哲学を専攻するピサ大学の哲学教授で第二次

ベルルスコーニ政権の下で、上院議長を務めたマルチェッロ・ペーラ(1943年生

まれ)は、そのもっとも権威ある(? )イデオローグの一人で、あった。 という

のも彼はラッツインガーとの共著『根無し草~ (Senza radici) を2004年に公刊

したからであるお。ペーラは、西欧文明が危機にあるのは、ラッツインガーが

いうように相対主義の民に陥ったからであり、西欧はその文明の基礎がキリス

ト教にあることを再認識すべきだ。それゆえキリスト教に基づく西欧文明の優

位に自信をもつべきだ。また諸宗教の対話は無意味であり、欧州憲法条約には

西欧文明の基礎としてのキリスト教という文言を付け加えるべきだ。さらにア

52 Gaetano Quagliariello， Cattolici， pacがsti，teocon. Chiesa e politica in Italia dopo la caduta del 

muro， Milano， Mondadori， 2006， pp.129-168. 

53 Pino Nicotri， L 'arcitaliano Ferrara Giuliano， Milano， Kaos， 2004. 

54 Oriana Fallaci， La rabbia e l'orgoglio， Milano， Rizzoli， 2001. 

55 Marcello Pera e Joseph Ratzinger， Senza radici， Milano， Mondadori， 2004. 
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レクシス・ド・トックヴィルの『アメリカの民主主義』に触れ、西欧のキリス

ト教はアメリカにおける「市民宗教J(civic religion) のようなものだとした。

なおラッツインガーは同じ問題をハーパーマスとも論じているヘ

かつては国民投票による政治改革運動の指導者の一人で、あったフェルデ、ィナ

ンド・アドルナートによって1995年に創刊された月刊誌『リベラル~ (Liberal) 

が、戦後生まれの自由主義を自称する中道右派系知識人の拠点のひとつとなっ

た。 しかも、この雑誌は「カトリック教徒と世俗の人々との出会いJ (un 

incontro tra cattolici e laici) という副題を掲げていた。それゆえCEI議長ル

イーニ枢機卿もこのグループ。には著しく融和的な態度を示していた。『リベラ

ノレ』の編集者の一人で、イタリアの有力紙『コリエレ・デッラ・セーラ』

(Corriere della sera) のコラムニストでもあり、 96年の著書『祖国の死~57 に

よってイタリアの「国民的アイデンティティ」の危機に強い警鐘を鳴らしたこ

とで知られる、ペルージア大学の歴史学教授エルンスト・ガッリ・デッラ・ロッ

ジャ (1942年生まれ)は、ヨハネ・パウロ二世の教皇在位20周年(1998年)に

寄せて『コリエレ・デッラ・セーラ』紙に論説を発表した"。

そして、 この教皇は「歴史における個人の役割」 と 「単独者支配

(monocracy)の役割」とし1う、 二つの問題を、あらためて私たちに提起してい

るとした。カトリック教会は成立以来2000年にわたり「たった一人の人間の権

力」に基づく統治体制を本質的には維持している。確かに教会制度の内部には

多様な立場が存在しうるが、教皇は今なお完全な統治権を掌握している。それ

は現代世界にたった一つ残った最後の絶対君主制である。ただ注意すべきは、

世襲制を厳しく排除していることである また少なくともここ200年はいかな

るネポテイズムの影もない。そして、こうした「単独者支配」とカロル・ヴォ

イチワのような例外的なカリスマ的能力を持つ偉大な人格が結び、つくときには、

想像を越える巨大な歴史的推進力が生まれる。このようにガッリ・デッラ・ロッ

ジャは、現代世界における教皇制、そしてそれと結びついたヨハネ・パウロ二

世の「ヘジェモニックなカリスマ的権力J(hegemonic charisma power) を、奇

跡的な成功例として称賛した。

この見解は、すで、に触れたバジェット・ボッツォ神父の「ローマ性」と「首

位権」を強調する教皇論とも根底において繋がっている。だが、自由主義者を

56 ハーパーマス、ラッツインガー『ポスト世俗化時代の哲学と宗教~ (三島憲一訳)岩波書j吉、

2007年。

57 Emesto Galli della Loggia， La morte della patria， Roma-Bari， Laterza，1996. 

58 Id，“11 lungo cammino di Giovanni Paolo II tra religione e modemita，" Corriere della Sera， 16 

ottobre 1998. 
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自称する世俗知識人が、こうした議論を展開するところに大きな特徴があった。

6. rプロテスタント・力トリック」による「司教合議制の教会」論

その逆に「フ。ロテスタント・カトリック」を自称するイギリスの神学教授ア

ドリアン・へイスティングは、ヨハネ・パウロ二世の下で、第二ヴァチカン公

会議の高揚した革新的エネルギーは完全に消滅し、今やローマで、は第二ヴァチ

カン公会議の公文書まで第一ヴァチカン公会議の精神、あるいは教会を「キリ

ストの神秘体」としたピウス十二世(在位1939-58年)の時代の文脈にそって

読まれようとしている、と批判した。そして第二ヴァチカン公会議で確立され

た「司教との協働制J (episcopal collegiality) こそが、現代のカトリック教会

にもっともふさわしい決定の仕組みであるとした"。

「司教の協働制」に基づく 「教皇首位権J(それにともなう教皇庁)の改革

を、もっとも体系的な形で主張したのは、元サンフランシスコ大司教で全米司

教協議会議長でもあったジョン・クインであった60 クインは、教皇に直属し

て教皇庁に勤務する3000人ほどの聖庁 (Curia) 聖職者による中央集権的な官

僚制的支配は、極めて問題が多いと考える。なぜならば、そのような仕組みで

は、各地の教会で信者と直接触れ合い、信者の生活に関わる具体的な必要を日々

確かめる必要のある各地の司教や教区司祭との意識の事離が甚だしくなってし

まうからである。 したがって、各地の司教や各国の司教協議会に、とりわけ聖

職者の任免にかんして、教皇庁からの自律性を与えることが必要である。また、

欧州やアフリカといった広域的な地域 (region) を単位とする特別な司教会議

には、現在のような諮問的機能だけではなく、明確な決定権を与えるべきだと

した。

クインは、こうした「司教の協働制」は「補完性の原則J(principle of subsi 

diarity )の適用に他ならないとした。「補完性の原則」とは1992年の欧州連合条

約(マーストリヒト条約)第三条 b項で定められた欧州連合の基本原則である。

だがそれはピウス十一世が1931年に出した回勅『クワドラジェジモ・アンノ』

(Quadragesimo Anno) でもすでに示されていた原則であった。それは、より

多くの資源をもっ、より大きな社会体(国家)は、より小さく力のない団体の

役割や機能を吸収しではならず、より小さな団体がそれに固有の役割を遂行で

きるよう、それらの団体を助けるべきである、とした。クインは、この原則が、

教会の内部においても適用されるべきだと主張した。

クインは、第二ヴァチカン公会議で活躍した「新神学」の神学者イヴ・コン

59 Adrian Hasting， The Theology of a Protestant Catholic， London， SCM Press， 1990. 

60 John R.Quinn， The Exercise of the Primacy， New York， The Cross Road Publishing， 1998. 
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ガール枢機卿を引きながら、中世の教会にも多くの改革精神の持ち主がいたが、

改革に失敗したのは、ひとえに「道徳的な」改革しか目指さなかったからだと

した。すなわち精神的な態度を変えれば、何とかなると考えたからであり、新

たな状況から生じる新たな問題に対処できるよう教会の「構造」を改革するこ

とができなかったからである。

そこでクインは、公会議 (EcumenicalConference) の定例化を提案した。教

会法では、公会議の開催は教皇の排他的権限とされている。だがクインによれ

ば、コンスタンツ公会議(1414-18年)では、公会議は10年に一度開催される

と決まっていた。したがって「新たなミレニアム」の始まりを迎えるためには、

公会議の開催こそ、もっとも望ましいことではなし1かと考えたのである。

7. 新たなミレニアムのための公会議を

これに応えたのが、先述したミラノ大司教マルティーニ枢機卿で、あった。99

年10月に開催された第二回欧州特別司教会議61 の席上、ヨハネ・パウロ 二世

の面前において、はっきりと公会議の開催が必要だとの持論を展開したといわ

れている(特別司教会議は非公開だが、マルティーニ枢機卿の発言はミラノ大

司教区のホーム・ページなどによって、すでに明らかとなっていた勺 O

マルティーニは、発言の冒頭において、 99年 6月17日に死去したイギリスの

ウエストミンスター大司教ジョージ・バジル・ヒューム枢機卿(ベネディクト

会士)に哀悼の意を表した。それによってヒューム枢機卿が同性愛者の排除と

いった教会の偏狭な態度を厳しく批判していたことを思い起こさせたのである。

それに続けて、 3つの夢を語った。

第一の夢は、聖書をとおして信仰が強められることで、あった。そう述べるこ

とによって、近年目に余る教皇への絶対的な帰依、教会のミサ以外の場におけ

るカリスマ的指導者の下で、の聖体拝領、カルト的改宗活動、情緒的癒しの施術、

安易な奇跡信仰、マリア崇敬の濫用、そういったものだけがカトリック信者と

してのアイデンティティの証であるかのような風潮を戒めたのである。

第二の夢は、教区や司教区を中心とする信者「共同体J(communion) の復

興である O マルティーニは、「熱狂者J(zealot) によるエキセントリックなカ

リスマ的教会運動こそが、むしろふつうの信者を教会から遠ざけてしまい、教

会制度を内部から破壊していると批判したのである。

61 Synod of Bishops， 11 Special Assembly for Europe， JIωus Christ， Aliνe in his Church， Source 

of Hope for Europe: Instrumentum laboris， October 1-23， 1999 cit.da www.vatican. 

62 Alberto Melloni，“Sognare la realta. La speranza de1 cardinale Martini，" Il Mulino， 6， 1999， 

pp.1133-1144; www.diocesi.milano.it/vescovo/laparola. 
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そして、第三の夢が、司教たちの「出会しリ、すなわち公会議の開催であっ

た。マルティーニは、少なくとも2010年ぐらいまでには、公会議を開く必要が

あると考えていた。そして、緊急に議論しなければならない論点は 7つあった。

( 1 )既婚者の「長老職J(presbyter)への叙階、(2 )女性の司祭への叙階、

( 3 )在俗信者による司祭、(4 )避妊具・経口避妊薬の禁止撤回、(5 )同性

愛者、離婚者、再婚者の聖体拝領からの排除撤回、(6 )告解(confession) の

廃止、(7 )教会一致運動(ecumenism)の再興。

それにしても、ヨハネ・パウロ二世が、 2000年の大聖年に賭けた意気込みゃ、

カトリック教会の壮大な「記憶の浄化」の試みとは、あまりにもかけ離れた、

ひじように地味で具体的な問題の数々で、あった。しかしマルティーニ枢機卿は、

ふつうの信者の日常生活とも密接に関わる、こうした具体的で実際的な問題を、

一つひとつ丁寧に解決してし1かなし1かぎり、カトリック教会が直面する本質的

な構造的衰退を、食い止めることはできないと考えていたのである。

結 教皇ベネデ、イクトゥス十六世と人口受精をめぐるイタリアの国民投票

2005年 4月19日、教理省長宵ラッツインガーが教皇に選出され、ベネデ、イク

トウス十六世となった。それからおよそ 2ヶ月 O イタリアでは 6月12-13日に

人口受精規制の部分的廃止に関する 4項目の国民投票が行われた。だが投票率

が成立要件の50%をはるかに下回る25.9%に止まり、この国民投票は不成立に

終わった。

ベルルスコーニの中道右派政権は2004年に法律40号を制定し、人工授精を大

幅に規制した。その第一条には「胎児(月杢)をも含むあらゆる主体の権利を保

障する」とあった。これはラッツインガー長官が87年に発した教理省教令『誕

生する生命の尊重と生殖の尊厳~63 を踏まえたものであった。 それによれば、

「人間存在J(1ラessereumano: human being) はまさに受精の瞬間から「人格」

(persona)として尊重されなければならなかった(しかし、次のような異論も

あった。 もし「月杢J (embrione: embryo) がすでに完全な「人格」だとするな

らば、論理的には、出産後ではなく受精後の「月杢」に洗礼をほどこす必要が生

じることになる。だが教会法には、そうした規定はなし'¥)0 法律40号は、非配

偶者間の人工授精を禁止し、また出生前子宮検診、怪の凍結保存と研究目的で

の利用を禁止した。いずれにせよ他の欧米諸国には見られない厳しい規制で、あっ

た。こうした規制を撤廃するために国民投票が提起されたのである。そしてカ

トリック教会はもちろんそれに反対で、あった64

63 Istruzione della Congregazione per la Dot1rina della Fede， 11 rispetto dellaνita umana nascente 

e la dignita della procreazωne， Milano， Paoline， 1989. 
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だが教会には苦い記憶があった。74年の離婚法、 81年の妊娠中絶法と、それ

らの法律の廃棄を訴えて教会は国民投票を仕掛けたが。それぞれ59%、68%の

反対により、教会は大敗北を喫した。特に妊娠中絶法廃棄の失敗には、就任直

後のヨハネ・パウロ二世も大きな衝撃を受け、それ以後、妊娠中絶を、啓蒙主

義と近代合理主義に蝕まれた人間の倣慢がもたらした20世紀最大の「悪」だと

し、ナチによる「ホロコースト」にもなぞらえた。いずれにせよ、教会は、も

はや国民投票には勝てなくなっていたのである。そこで、 2005年に教会がとっ

た戦略は、国民投票の不成立をめざす「棄権」運動で、あった。

そして74%が棄権したことによって、それは成功した。だが74%の棄権者の

すべてが教会に忠実な「カトリック教徒」だとは到底いえない。ただ先述した

「テオコン」、自由主義者を自称する世俗知識人、消費主義文化を謡歌するベル

ルスコーニの仲間のほとんどは、教会に恭順の意を表明し、シニカルで、偽善的

なコンフォーミストとして、教会が唱える国民投票棄権運動に同調した。

ラッツインガー枢機卿は、教皇選出枢機卿会(コンクラーヴェ)の開催を告

げる説教において、教会の敵は「相対主義」だとしたの。教会とキリストによ

る救済の「唯一性」と「普遍性」という絶対的「真理」を説く上で、自らが

「原理主義者」と呼ばれることも厭わないとまで述べている。 しかし、現代世

界においては、「原理主義」と「相対主義」の隙間に、むしろ「シニシズム」

(それは端的に「偽善」といいかえてもよし，)という、もっと厄介で禍々しい

嵐が渦巻いているという現実を、あまりにも軽視しているように思われてなら

ない。

イタリアの2000年の人口は5784万人。カトリック教徒は83%。そのうち25%

が信仰実践者で、信仰実践者でも62%は教会の道徳規律(避妊具や経口避妊薬

の禁止)を守らず、 58%が事実婚を認め、 37%が非配偶者間人工授精も認めて

いる 66 カトリック固なのに、合計特殊出生率はすでに1.3を下回り、世界でも

有数の少子化社会となっている。また、教会は、生まれる前の「月杢J(胎児)

の人権の擁護にはあんなに熱心なのに、現に生きている女性の「性と生殖の健

康や権利」には冷淡かっ無頓着だ、との声も根強い。

それでは国民投票の不成立で、この国ではどうなったのか。答えはいたって

64 国民投票を推進する 立場については、 EleonoraCirant， Non si gioca con laνita， Roma， 

Riuniti， 2005; Vittoria Franco， Bioetica e procreazione assistita， Roma， Donzelli， 2005;反対の

立場の神学的論拠としては、 RomanoGuardini，刀 diritω allaνitaprima della nascita， Brescia， 

Morcelliana， 2005 (testo originale tedesco in 1949)。

65 Parole di Benedetto. Laνisione della Chiesa e del mondo negli interνenti di Joseph Ratzinger， 

Milano， Ancora， 2005， pp.24-29. 

66 La Repubblica， 26 maggio 2005. 
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簡単だ。人工授精が必要なら外国に行けばよい。この 1年で、外国に行ったカッ

フ。ルは 3倍に増えたという。こんな現実を知ると、教会が唱えた棄権運動など、

まるでパロディーにしかみえない。それともイタリアは世界に冠たる「偽善者」

に満ち溢れたカトリックの固ということになるのであろうか。

*本稿は2007年10月 6日に明治学院大学で開催された日本政治学会研究大会・

分科会「保守とは何か」における報告をもとにして作成されたものである。ま

た人名に付記された肩書きもすべて当時のものである。


